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　　Je　me　propose　d’examiner　un　probleme，　en　apparence　ponctuel，　dans　le

vaste　champ　encore　mal　explore　de　1’histoire　de　la　grammaire　（et　de　la

connaissance）：　il　s’agit　de　reflechir　sur　1’adjectif，　qui　passe　d’ordinaire

pour　quelque　chose　d’evident．　Un　ecolier　ne　sait－il　pas　ou　ne　croit－il　pas

savoir　ce　que　c’est？　Cependant　cette　partie　du　discours　n’a　pas　ete　congue

toujours　de　la　meme　fagon：　c’est　seulement　en　1910　qu’a　6te　reconnu　ou

plut6t　decide　en　France　par　arrete　ministeriel　le　statut　officiel　de　1’adjectif

en　tant　que　categorie　grammaticale　independante，　parallele　a　celle　du

nom．　Auparavant，　a　1’age　classique　au　moins，　tous　les　ecrivains　（philo－

sophes，　grammairiens，　litteraires），　a　deux　ou　trois　auteurs　pres，　1’appre－

hendaient　comme　une　espece　de　mots　qui　partage　le　genre　du　nom　avec

1’autre　espece：　le　substantif．

　　J’essaierai　ici　de　mettre　en　lumiere　la　theorie　de　1’adjectif　des　auteurs

de　Port－Royal：　Lancelot，　Arnauld　et　Nicole，　representants　par　excellence

des　grammatistae　philosophantes．　Pour　ce　faire　j’aborde，　entre　autres，

trois　questions　principales：

1　．　Quel　systeme　solidaire　le　logique　et　le　grammatical　constituent－ils

dans　le　discours　de　la　Grammaire　gbnbrale　et　raisonnee？

2　．　Si　cette　Grammaire　fonde　vraiment　la　notion　du　nom　adjectif，　com－

ment　et　sur　qUelle　base　le　fait－elle？　Ou　ne　suit－elle　pas　simplement

1’usage，　c’est－a－dire　la　tradition　terminologique　de　1’Ecole？

3．　Quelle　est　la　signification　de　la　serie　de　corrections　（suppressions

systematiques　du　terme　“accident”　remplace　par　d’autres）　qu’apporte

La　Logique　ou　1’art　de　penser　（5e　edition），　lorsqu’elle　reproduit　dans　le

corps　de　son　discours　le　texte　de　la　Grammaire？

　　En　reflechissant　b　ces　questions，　j’aurai　occasion　de　reexaminer　les　in－

terpretations　respectives　de　nos　eminents　precurseurs　sur　la　linguistique

de　Port－Royal：　N．　Chomsky　et　M．　Foucault．
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ポール・ロワイヤルの

『文法』および『論理学』における形容名詞

末　松 お詩

はじめに

　文法学ないし言語学の歴史を考えるのはまったく辺境的な営みにすぎなかっ

た’）。そのことは、哲学や経済学の歴史が哲学そのもの経済学そのものより場

合によってはより重要な学問を形成していたことを考える時、奇妙な印象をあ

たえずにはおかない。言語には歴史があるが、歴史性をまさに学の基盤におく

言語学には歴史はなかったといえる。この欠如は、今世紀後半に見られた人文

科学の発展のなかで強く意識された。この意識の形成には、とりわけ三人の学

者の仕事がインパクトをあたえたように思われる。すなわち、

1．ソスユールの『一般言語学講義』（1916年）の頻繁な再版2）

2．ノーム・チョムスキーの『デカルト派の言語学』（1966）、仏訳（Seuil，1969）

3．フーコーの『言葉と事物』（Gallimard，1966）および「一般理性文法』

序文（Republications　Paulet，1969）

である。

　これらの著作を読んだ多くの人々は、そこで言及され分析される過去の文法

思想が、必ずしも荒唐無稽ではないこと、それどころか場合によっては現代の

常識に反省をうながしたりあるいは現代人の確信している知の源となっている

ことを知った。更には

　多くの特徴によって、ポール・ロワイヤルの『文法』、また一般的に、その王朝が

古典時代をとおして一17世紀の半ばから19世紀の初めまで一ひろがったあのあら

ゆる理性文法は現代言語学と類縁をもつ。あたかも〔。．．〕最近の一般的言語科学の構

想が古い一般文法学の企てに合流するかのように（フーコー、1969）、

と思われた。同時に、人々は西欧における認識の歴史の一分野をなすべき言語
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学の歴史が、全体としても個別的にも極めて不完全にしか知られていないこと

に思いいたった。

　以後、1970年代から現在まで、（修辞学関係もふくめて）多くの文献が再版

されてきたし、かなりの数の研究書も出版されてきたことは周知の事実である。

もちろんその過程で、上記先駆者たちの描いた展望や解釈の是非も検討される

ことになった。

　我々が試みるのは、文法学のそしてより一般的には認識の歴史という膨大

な分野のなかのまさに点的な問題の検討である。品詞の一つとして受け入れら

れ、誰もその何たるかを疑問にすることもないほど自明の知識となっている

“Adjectif”の個別研究にすぎない。だがこの品詞は歴史を通じて常に同じよ

うに理解されてきたわけではない。「名詞」から独立しこれに対立する文法的
　　　ロ範疇としての「形容詞」がフランスにおいて一般に「公式の」つまり教育上の

身分として承認されたのは実に20世紀においてなのである。それ以前、少なく

とも古典時代にはこれは、二三の著者を例外としてほぼ全ての文法家や哲学者、

文学者によって、もう一方の種である“Substantif”とともに名詞という上位

の類を形成するものと考えられた。この報告では、（18世紀のデュマルセ、ボ

ゼらとともに）伝統文法を代表するポール・ロワイヤルの学者たちに焦点をあ

てて、彼らにおけるこの種の語の定義、そして文法体系の中でのその位置づけ

を考察する。

1．ギュスターヴ・ギヨームの証言

　かつてチョムスキーはその『デカルト派の言語学』を開始しながら、言語学

干たちは自分たちが携わっている学問の歴史を知らないし、これを知ろうと

もしないことを批判した3）。ここでその証言をとりあげるギヨーム（Gustave

Guillaume，1883　一　1960）は、動詞の時制や冠詞について、さらには広く一般

言語学において、特に人間の思考や論理との関係で独創的な探索をした学者で

あるが、これまた言語学の歴史について多くの発言をしたとは思われない。そ

れでもソスユールの『講義』については例外で、幾度もこれに言及し、これを

「自らの学問の将来を慮るあらゆる言語学者の枕頭の書」と呼んでいる4）。そ

れはギヨーム自身の研究が何に繋がるのかをしめす発言であるが、他方におい
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てギヨームは彼が探る言語活動の「心的構造」なり「心的体系性」の諸問題が、

ソスユールをこえて古典時代の学知の系譜につらなることを明らかにしてもい

る。デュマルセへの言及が、1949年2月18日の「代名詞」に関する講義5＞のう

ちに見られるのである。

　ギヨームは、「代名詞」（pronom）なる呼称の不正確さを指摘してその実際

の機能を論ずる前に、もう一つの文法用語の不適切さに言及する。彼によれば

「伝統」によって定まっている「文法用語」は満足のいくものではない。それ

は「言語の真のメカニズムに無縁の」見解に対応することが多く、しかもこれ

が教育上の術語にもなっている。それにつけ加えて、と彼はいう、

　伝統的な術語は哲学的な性格をもち完全に形式論理学に浸透されていたのですが、

不幸なことに、もともとこれを考えた人々よりも洞察力の劣る人々によって軽率に手

直しされてしまいました。（上掲書、107頁）

　我々にとって伝統は二重になることに注意しよう。つまり、1）現代までの

伝統。これが教育上の術語、制度となっている。2）それに先立つ伝統。それ

は哲学・論理学に浸透されていた。そして前者が後者を覆い隠している状況を

ギヨームは嘆いているのである。

　そこで古い飛知に属するデュマルセ（C6sar　Chesneau，　sieur　du　Marsais，

1676－1756）を挙げて、その“Adjectif”の考え方を例にとる。十八世紀の

「言語学」、一般文法学の精神を特徴づける文脈のなかで「百科全書」の文法学

者を評価する指摘である。曰く、

　十八世紀一人々が一つのもしくは複数のきわめて進化した言語（langues）の吟

味、とりわけ哲学的吟味によって、言語活動（langage）とその本性の深い認識には

いる可能性をまだ信じていた時代一の文法学者デュマルセ、卓越した精神、文法学

者にして哲学者、哲学者たる文法学者デュマルセは品詞のなかに名詞（nom）という

ものがあることを認めて、これを一つの類㍉一つのカテゴリーとしました。そしてこ

のカテゴリーの下に、正当にも二つの下位カテゴリーの存在を見分けたのです。すな

わち実体名詞（substantif）と形容名詞（adjectif）の存在です。（同上）

　「正当にも」と評価する言語学者にとってこの分類法が「実態に対応する」

ことはいうまでもない。これゆえ術語が「形式論理学に浸透されていた」とい
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う指摘も「哲学者たる文法学者」“grammairien　philosophe”デュマルセー

ヴォルテールやダランベールによるデュマルセ評価の言葉に呼応する6）一と

いう形容も彼においては決して非難ではなく7）、むしろ反対であることがわか

る。デュマルセによる「名詞のシステム」は、

　　　　　　　　adjectif（形容名詞）
Nom（名詞）＜
　　　　　　　　substantif（実体名詞）

であった。

　ではどのようにして体系の変化はおきたのか。ギヨームはいう。

　ある省令一だれがそれを勧告したのかを私は知らないのです一が、実体名詞と

いう術語はもう使ってはならないこと、学術書においてはこれの代わりに名詞という

術語を用いるよう規定したのです。（同上）

これにならって初等文法書も上級文法書も、．「名詞という統合するカテゴリー

と形容名詞という統合されるカテゴリーとを」向かいあわせに置くことになっ

た。「省令の力によって次のようないわゆる体系化が得られた」

Nom　1　Adjectif

　つまり、類の下に種と種とを対置するのではなく、一つの種を省くことによって、

残った種に類を対置したのであります。（108頁）

　以上の指摘につづいて言語学者は、アントワーヌ・メイエ（A．Meillet，

1866－1936）を引きあいにだしながら、「文法用語の正確さそのものは二次的

な事柄であって」用語の改革を主張するつもりはないが、「言語構造を自己の

内にもつ」精神はたとえ不適切な術語のもとにでも実態を把握できるし把握し

なければならない、という。それから講義は、主題となる「代名詞」について

の実際の機能は何かという考察に入っていく。「形容名詞」についてはギヨー

ムが基本的にデュマルセの体系を踏襲していて、これを実体名詞とともに名詞

の種と見なしていることは明らかなのであるが8）、ギヨームの理論を検討す

ることは我々の主題ではない。
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　ギヨームが言及している「省令」について一一言の注釈をしておこう9）。実際、

後に第三共和国の大統領になるガストン・ドゥメルグ（Gaston　Doumergue，

1863－1937．1908－1910年「公共教育大臣」）の名で発布された1910年7月25

日付けの「新たな文法用語を定める法令」なる文書が、教えるべき品詞として、

名詞（nom）、冠詞（article）、代名詞（pronom）につづいて形容詞（adjectif）

．をあげている10）。つまりそこでは形容詞は名詞その他と同等の立場でならぶ

一つの品詞を構成しているのである。そして「この改革の重要性」を説明する

文書が二ヵ月後に出ている。大学管区長あての9月28日付けのドゥメルグの

「通達」である。それは、公共教育において当時用いられていた文法用語が見

せている不都合をまず「一定しない用語の混乱と無秩序」にあると指摘し、そ

の最初の例として“Nom”と“Substantif”を挙げている11）。なお注目すべき

は、この「通達」によれば、当然予想できることだが、改革案を審議する委員

会が作られていて、この委員会は「その研究ないし職務によってこの問題に関

して権威ある意見をのべる資格を有する大部分の人々に意見を徴した」旨

述べているのである。以上より、当時のフランスの教育・研究においてNom

とSubstantifとは人によって使い方がまちまちで、あるいは同義語として

（新しい用法）あるいは異なる意味の語として（伝統的な用法）用いられてい

たということが分かる。その混乱を解決するために政府は1910年に要するに

「形容詞」を認知することによって“Substantif”を廃止したのである。

　さて、ギヨームの先の指摘から古典時代の文法学に関して幾つかの間題がた

ち現れてくるだろう。例えば、

1．デュマルセによる「形容名詞」の解釈

2．“Adjectif”を名詞の範疇にいれる文法学者はデュマルセー人なのか。こ

れと同時代の、また先行する文法学はどうであったのか。

3．元々の文法学において名詞＝実体名詞＋形容名詞という体系はいかなる意

味で哲学・論理学に連帯していたのか。

4．名詞／形容詞を対置する傾向は、後世はいうまでもないとして、デュマル

セの時代には見られなかったのかどうか。

　1と4とは省き、我々はここで特に3を検討することにする。2は3が前提

とする問題である。デュマルセを取り上げないのは、『百科全書』第一巻に収

録されたデュマルセの手になる項目“Adjectif”12）は冒頭でその名称を説明し、

事柄を定義しているのだが、そしてそこでは、ギヨームがいうようにAdjectif
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がSubstantifと対になってNomの範疇に属することは容易にわかるのだが、

この体系を基礎づける哲学なり論理学思想はそれほど十分に表明されてはいな

いという理由による。もちろん、実体名詞は実体（substance）の名称であり、

形容名詞は実体の性質（qualit6）ないし在り方（maniere　d’etre）の名称で

ある。しかしこれら4項のとり結ぶ関係についてはデュマルセはそれ以上のこ

とは何もいわないのである。他方デュマルセの『百科全書』への協力は項目

“Grammairien”（第7巻、1757年）までで終わっていて、彼自身は“Nom”

という項目13）も“Substantif”のそれ14）も書くことはなかった。

　そこで我々はやや時代をさかのぼって、「今日我々が考える意味での文法学

は〔．．．〕本質的には〔そこで〕生まれた」15＞という評価を受けているポール・

ロワイヤルの文法学をとり上げることにする。

2．テクスト間関係性

　我々がとりあげる文献をまず簡単に紹介しておこう。

　第一に『文法』。デュマルセが様々な箇所で頻繁に引用しあるいは言及す

る文献、ランスロ（Claude　Lancelot，1615－1695）とアルノオ（Antoine

Arnauld，1612－1694）のいわゆる「共著」になる『一般理性文法』16）である。

それがフランスはもとより古典時代のヨーロッパ「言語学」にあたえた影響か

らみて、またそこで展開される“adjectif”の議論が形式論理学と緊密な関連

をもつ事実からも、この著作を検討することが適当であろう。ポール・ロワイ

ヤル修道院の教育活動の成果の一つであり、古典時代のいわゆる「哲学的」

文法を開始することになるこの書は、デュマルセに先立つこと一世紀あまり、

1660年に匿名で出版をみた。その後、1664年に第2版が、1676年には二度めの

そして最後の増補をふくむ第3版が出ている17）。我々が主として参照するのは

第二部第1章および“Adjectif”を主題とする同じく第2章である。

　次にr論理学もしくは思考術』。1662年にアルノオとニコル（Pierre　Nicole，

1625－1695）が匿名で出版したこの書は18）、著者の生前に都合4回にわたる

改訂ととりわけ増補をうけ、1683年の第5版において最終的な形をとる19）。

“Adjectif”にかかわる考察はおよそ二箇所で展開されている。すなわち、一

は「概念」（id6es）に関する考察をこととする第一部第二章で、そこでは語が

あらわす概念とその対象との関係が話題になる。この箇所は第2版から第5版
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にかけて2、3の字句の修正がなされる他、末尾には5つのパラグラフが追加

されて章は2分の3の長さをとる。けれども“Adjectif”に関する基本的な議

論には変化がない。この箇所を「1662年のヴェルシオン」と呼ぶことにする。

もう一箇所は「判断」（jugement）つまり複数の概念の結合（肯定）または分

離（否定）に関する第二部第一章「命題とのかかわりにおける語」である。こ

こはつづく第二章「動詞」とともに全体として第5版での追加部分である。こ

れを「1683年のヴェルシオン」と呼ぶことにする。

　ところでこの第二部冒頭での追加について、著者たちは「文法」からの借用

を表明している。「動詞」の章の冒頭において著者たちは書いている。

　我々は、「名詞」および「代名詞」についてここまで述べてきたことを、いくらか

の点一これを我々は別様に説明したのだが一をのぞけば、一般『文法』というタ

イトルでしばらく前に印刷された小さな書物から借りた。（108頁。原文中の大文字に

は括弧「」ないし『』をつける）

　それゆえ、『文法』初版、その第3版、r論理学」初版、その第5版という四

つの資料の間には、著者の異同（ランスローアルノオ／ニコルーアルノオ）に

由来する問題を別にして一テクストの上でそれぞれの個性に帰せられる部分

を判別することは難しい20）一、思想の共通性や差異そして通時的関係を問う

ことができる。すなわち、

r文法」初版（1660）一一一→・『文法』第3版（1676）

i
「論理学」初版（1662）一「論理学」第5版（1683）

いわば星座を形成するこれらコルプス間の関係が問われうる。ただし今は我々

が検討の対象とする箇所に特に注目する。とりあえず読者に分かることをまと

めれば、

1）（下の矢印）「論理学」第一部第二池内での増補としては、すでに述べたよ

うに3ケ所の字句の訂正と後半部における5つのパラグラフの追加がある。

（本稿には影響がない）。

2）（上の矢印）「文法」の校訂版を出したブレックルの概括的な指摘によれば、
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初版テクストが「後の版において削除されたり手直しされたりすることはめつ

たにない」21）。つまり2度にわたる改訂は主として追加である。そして「大部

分の追加と手直しが第二版でなされた」という。実際、我々がざっと見た限り

では、1664年の第2版に「非人称動詞」に関する章が導入されるn）のが最重要

の変更であり、もう一つは、つとに1756年にフロマン神父が指摘した第二部第

9章におけるかなりの増補があるas）。たとえば第3版のテクストには、『論理

学』初版の4つの章への参照指示がみえるPt）。大きな追加は以上の2箇所で、

全体の組織にかかわる変更はないといえる。我々が検討する第二部冒頭の二章

については、取るにたりない1、2の文字の脱落や句読点の違いをのぞけば、

第3版のテクストは初版のそれと同一であるas）。

3）（左の縦線）r文法」初版とr論理学」初版の関係については、いかなる証

言もない。起草の先後関係も明らかではないes）。もちろん共通の著者であるア

ルノオの介在がこれら二つの問にテクスト間関係を付与することは疑えない。

事実、後でみるが、『文法」第二部は未だ存在しない『論理学」の枠組みとな

る思想をすでに要約し、そこから議論をはじめてさえいる。

4）（右の矢印）最後に「文法」と『論理学」改訂版との間には、すでに見た

ように、前者（第二部第2章）の言説を後者（第二部第1章）が再利用しつつ、

「別様に説明した」という事実がある。この借用は「文法」第3版からと想定

するけれども、先程のべたように、借用されたテクストに異同がない以上『文

法」初版からの引用としても差し支えない。もちろん「論理学」に当初からあっ

た名詞論（第一部第2章）と借用によって追加された1683年のヴェルシオンと

の間に思想上の相補関係とかもしくは整合性も問われうるが、ここでは考慮し

ない。

　総合的な研究のためには、4つのテクストを吟味してそれぞれの特徴を明ら

かにし、かつ一から他への思想の修正とか補充の跡を綿密にたどる必要がある

だろうが、言説を進化論的に評価するまえに、さしあたってテクストの起草と

推敲の時期に関して次のことを確認しておけば十分野あろう。『文法」とf論

理学」とは、後者の方がやや遅れると見るのが妥当であるが、いずれにしても、

二三のテクスト間関係性の事実をあげたように、20年あまりの幅をもつ同じ時

期に書かれた緊密な連帯関係にある著作であるということである。

以下において我々は問題を三つにかぎって考察することにする。

1．まず『文法」の言説において哲学と文法学とはどのような連係システムを

9



形成しているのか。これはギヨームの指摘に触発された問題である。

2．『文法』の言説は「形容名詞」という考え方の根拠を明らかにしているか

どうか。“Adjectif”が“Nom”に帰属する根拠はどこにあるのか。形容名詞

の由来を問う。

3．r文法』テクストの『論理学』第5版による引用が見せる顕著な修正を観

察し、その修正の意味を明らかにすること、である。

3．哲学から文法学へ

　『文法』第二部第2章のタイトル「名詞、まず最初に実体名詞と形容名詞に

ついて」がすでに“Adjectif”の身分を明らかにしている。「まず最初に」は

それがこの品詞の基本的な第一の区分であって、そこから名詞論をはじめると

いう意味である。（第3章は固有名詞と一般名詞の区分を論じている）。デュマ

ルセにとってと同様に、というよりデュマルセはその伝統の内にあったという

ことだが、ここでも名詞は二つの種が構成する類なのである。著者たちは、思

惟の分析からその記述を開始する。

　我々の思惟の対象は、たとえば「地球」「太陽」「水」「木材」のような事物一これ

は普通「実体」とよばれる一であるか、「丸い」「赤い」「固い」「物知りである」な

どのような事物の在り方一「偶有」とよばれる　　である。（『文法』、30頁）

　ところで、事物（実体）／事物の在り方（偶有）は、続くパラグラフの「実

体がそれ自身で存続するのにたいして、偶有は実体によってしか無い」（同上、

31頁）という説明で判別をうける。同族語“subsister”が実体（substance）

を特徴づけることに注意しよう。これは思惟の対象となる世界に在るものの在

り方の記述である。ギヨームが指摘した昔の文法用語をささえる哲学の基礎的

な概念に他ならない。もちろん思惟との関わりということでは、そこにデカル

ト哲学との関連をみることもできる。

　さて興味ぶかいのは、この存在論との対応という形で言語における品詞が把

握されることである。第三段落がそれをしめす。

そのことが思惟の対象を意味する語のあいだに主要な差異をつくった。なぜならば、
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実体を意味する語は「実体名詞」とよばれ、そして偶有を、それが適合する基体をし

めしつつ意味する語は「形容名詞」とよばれたのである。（同上）

　まず「意味する」（signifier）とは、ここでも語の相対的有縁性にしたがっ

て、記号（signe）としての作用をもつということであり。「）、文中での「意味す

る」はいずれも「．．．の記号である」と理解することができる。さて、問題の

4項は一つの四辺形を構成する。

Substance←によって有る一Accident
　　丁

意味する

（記号作用）

世界

言語

Substantif　一　Adjectif

上の横線は思惟の対象となる存在レヴェルの、下のそれは言語レヴェルのそれ

ぞれ二項関係をあらわす。これら二つのレヴェルは縦線のしめす二項関係、す

なわち記号作用によって連結される。左辺は実体名詞による実体の、右辺は形

容名詞による偶有の表象である。間もなく確認するが、言説においても形容名

詞は実体名詞を前提とするであろう。

　存在論がこうして文法学を基礎付ける。あるいはこれらの学は精神の記号能

力によって連帯しあった一つのシステムを形成する。文法学は存在者の存在し

方によって透写され、これを言語レヴェルでいわば模倣する。そして当然なが

ら術語も、語の派生関係による動機づけをうける。「実体名詞」についてはす

でに指摘した。「形容名詞」とて例外ではない。「AdjectifはAdjectusに由来

する」は項目“Adjectif”におけるデュマルセの書き出しである。それはポー

ル・ロワイヤル『文法』においても共通の認識であったことは推断してよい。

ただ、前者の用いる「性質」にたいして、それに対応する術語がここでは「偶

有」である点に注意しておこう。
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4．言説の秩序

　以上の基本的な定義から出発して「文法」は、概念作用との関連で語の（そ

して品詞）の派生関係を説明する。実体名詞から形容名詞が、形容名詞から実

体名詞がどのように派生するかということである。その議論の一部は後に参照

することになるが、今は次の図式によって纒めておくことにしよう。

名詞

実体名詞より：

形容名詞より

homme　（Sl）＞humain　（A2）＞humanite　（S3）

roi，　philosophe（A＞S）……品詞の転用as）

dur　（Al）＞durete　（S2）

5．形容名詞の由来

　さて、「文法」はいかなる根拠でAdjectifを名詞の一種とするのか。

　しかしこれは当惑させる問題である。我々の読んだ文章は、思惟の対象を二

分したあと、それぞれを意味する語の名前を紹介するにすぎない。いかなる理

由でAdjectifが名詞なのかについては、（なぜSubstantifが名詞なのかにつ

いてと同様に）明示的には何もいわないし、またこの配分を殊更に強調するこ

ともない。そこで、まず注目しなければならないのは、我々が最後に引用した

第三段落のテクストがどういう種類の文章かという点である。それは「私は何々

を何々とよぶ」という定式のヴァリアントのように見える。それは一種の「名

称の定義」（d6finition　de　nom）を与えているのではないだろうか。「一種の」

という理由は、パスカルが「幾何学精神論」の中で事物の定義と区別して語っ

た「名称の定義」29）の考え方をr論理学jのなかで採用した時に、アルノオと

ニコルがつけ加えた「それによって名前が慣用において意味するところのもの

を示すもう一種の名称の定義」30）が問題だからである。「論理学」はこの種の

概念規定を次のように説明している。

　それゆえ、単にいかなる意味である語を用いるかということを知らせるつもりでは

なく、それが普通にとられている意味を説明しようと主張する時には、それについて

与えられる定義は決して恣意的ではなく、事柄の真実をではなく慣用の真実をあらわ
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すべく拘束され強制される。（『論理学』、94頁）

　「．．．は．．．と呼ばれた」という名称の紹介の仕方から、我々は問題の文章を

慣用にもとつく名称の定義に属すると解釈するのだが31）、この解釈が正しけれ

ば、「論理学」の教えに従って我々が正当に問わなければならないのは、実体

名詞なり形容名詞なりの概念規定が文法学の術語の慣用に合致しているかどう

かであって、ポール・ロワイヤルと同時代のもしくはこれに先行する文法観を

参照することが必要になるだろう。逆に、いかなる道理によってAdjectifが

Substantifとともに名詞の範疇に入るのかを事柄の真実性のレヴェルで問う

必要はないことになろう。

　しかしそれですます訳にはいかない。というのも標題にあえて「一般的にし

て推論された」（g6n6rale　et　rαisonnbe）という語を冠した『文法』はその序

文においても「ただ慣用にしたがう」のではなく「慣用の道理（raisons）を

見抜く」ことの重要性を説いているsa）。そしてこの道理のレヴェルにおいてこ

そまさに、フーコーが指摘するように33）、この書が古典時代に開始する（実際

には再開する）文法学の可能的にはあらゆる言語にとって有効性をもつという

「一般性」はもしかしたら存するのである。呼び名が慣用に従っているとして

もその慣用の道理をr文法』がどこかで暗示していないという保証はない。そ

こで我々の探求は二つにわかれる。一方においては形容名詞の名詞たる所以を

さぐること、そしてもう一方においては「形容名詞」というおそらく慣用的な

名称の伝統を辿ることである。

　まず、『文法」の記述にそって形容名詞という考え方の根拠を問うてみよう。

幾つかの仮説ないし仮設をたてることができる。ところで仮説が真の解決であ

るためには何が必要か。SubstantifとAdjectifとが名詞の種を構成するとい

うことに根拠があるとすればそれは、第一にこれら二つの種がそれぞれの差異

をこえて共通に一定の特徴をもつということであり、第二にしかし同時に、そ

の特徴を他の品詞は分けもつことはできないということである。すなわち名詞

の本質的属性、種差（diff6rence）が有ることを明らかにしなければならない。

二つの条件の一つでも欠けるならば仮説は真理ではないであろう。ではどうい

う仮説が可能か。

①古典語に親しい人なら名詞（実体名詞と形容名詞）における曲用（d6cli－

naison）つまり性、数、格におうじた語形変化の存在を考えるかもしれない。
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ランスロ自身もその『ラテン語教本』（1644）において、7つの品詞をこれを

基準として二つにわける。1）曲用しないもの（副詞、前置詞、接続詞）、そ

して2）曲用するもの（名詞、代名詞、動詞、分詞）である。（ここで「曲用」

は「活用」をふくんでいる）。また『ギリシア語教本』（1655）においては上記

に冠詞を加えた8品詞をかぞえ、これを三つに分かつ。1）格変化をしかつ数

の多様性をもつもの（名詞、冠詞、代名詞、分詞）、2）数の多様性をもつが

格変化しないもの（動詞）、3）格変化も数の多様性もないもの（副詞、前置

詞、接続詞）であるM）。個別言語の文法で有効なこの分類は「一般」文法で採

用することはできない。他のロマン語においてもそうだがフランス語には（代

名詞を別にすれば）格変化はなく、従ってそれは名詞の種差たり得ないからで

ある。それゆえ「一般」文法は別の品詞体系を提案せざるを得ないことになる。

②第二の仮説。形容名詞と実体名詞とは、（異なる仕方でではあるが）いず

れも実体ないし基体を意味ないし指示する。つまりこの実体ないし基体へのか

かわりこそが名詞を特徴づけるものではないのか。形容名詞の定義には、基本

的には実体がそれとなる基体へのかかわりが明言されていることを無視しては

ならない。すなわち、それは「偶有を一これらの偶有が適当するところの基

体を示しつつ一意味する語」（31頁、強調筆者）なのである。この記号作用

の複雑な構造を、著者は第二章をおえるパラグラフにおいて詳細に解説した後、

別の章（第24章）で統辞法にかかわる一般的な準則の一つとして単純な、しか

しそれゆえやや不正確な表現でまとめている。曰く、

　実体名詞に関係をもたないような形容名詞は存在し得ない。なぜならば形容名詞

は、それによって判明に示される形相の基体である実体名詞を漠然と示すからである。

（156頁）

もちろん文章の後半部は、第二章の記述にもとづいて「それによって判明に示

される形相の基体である実体を漠然と示す」と訂正する必要があるだろう。実

体名詞が端的に実体もしくは基体を意味するのに対して、形容名詞が、

　より漠然とではあるが直接には（．．．）基体を意味し、より判明にではあるが間接的

にしか（．，．）形相を意味しないことは確かである（ll、2、34頁）

というのであるから。（それゆえに形容名詞は基体を意味する実体名詞とのか
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かわりでのみ言説において用いられる。）こうして名詞は判明にであれ漠然と

であれ基体を表象することに変わりはない、と思われる。

　ところが、この仮説にとっては、実は実体名詞そのものにおいて実体との関

連が切断されることがあるという事実が困難をつきつける。先に言及した派生

語の場合である。形容名詞の二重の意味作用のうち一方のあの「偶有が適合す

る基体をしめす」という意味作用、これを『文法』は“connotation”（文字

どおり「共示」）と呼んでいる（31－32頁）。そしてこの「共示」の除去によっ

て形容名詞からの実体名詞の派生、我々のいわゆる第二種の実体名詞（S2）

が説明されるのである。すなわち、

　それゆえ、この共示が形容名詞をつくるのであるから、偶有を意味する語からそれ

をとり除く時、人は実体名詞をつくることになる。例えば「色彩をもつ」（color6）

から「色彩」（couleur）を、「赤い」から「赤」を、「固い」から「固さ」を、「賢明

な」から「賢明さ」を、という具合である。（32頁）

あるいはまた「白い（blanc，　candidus）は白さをもっところのものを直接に

しかし極めて不明瞭に意味する」（34頁）のだが、この「白さをもっところの

もの」（基体）の共示を除去することによって「白さ」（blancheur）ができる

というのである。ということは「白さ」には基体の豪酒はないということに他

ならない。

　同様のことが、第3種の実体名詞（S3）（humanit6）についてもいえる（33

頁）。それゆえこれは「抽象的実体名詞」（substantifs　abstraits）とか「分離

された実体名詞」（substantifs　s6parez）とよばれる。要するに基体からの分

離が問題なのである。

　こうして、SubstantifとAdjectifとはいずれも実体ないし基体を意味する

という共通性をもち、それによって共通の名称で統括されるだろうという説明

には、実体名詞のうちには「赤さ」や「人間性」のように（それ自体がいわば

「実体化」されたために）まさに基体の共示を剥奪されて存立するものがある

という事実によって、仮説そのものが成立しないことになる。

③第三の仮説。形容名詞は実体名詞とともに「我々の思惟の対象」を意味す

る語である限りにおいて共通である。それゆえ思惟の対象の記号が名詞なので

はないかと問うことができる。この仮説は今まで見てきたテクストからなら正

しいと見える。じっさい先ほど見た『文法』第二部第2章冒頭は「思惟の対象
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は．．．事物であるかもしくは．．．事物の在り方である」と述べていた。そしてそ

れらに対応する語が名詞の二つの種であるのだから、それ以外には何もないは

ずである。けれども我々がまだ見ていない「文法」の一節が障碍になる。とい

うのも先立つ第1章は、語の「最も一般的な区別」について語りながら、「．．．

ある語は思惟の対象を意味し、他の語は我々の思惟の形や在り方を意味する」

（同上、ll、1、30頁）35）と述べ、前者には「名詞、冠詞、代名詞、分詞、前置

詞、副詞」を、後者には「動詞、接続詞、間投詞」を列挙しているのである。

図示しよう。

Pensee

Objet

　Forme
（Maniere）

N・m｛＝鷲：：盟’f

　　Article

　　Pronom
　　Participe

　　Preposition

　　Adverbe

　　Verbe

紅黙翌

品詞の各々についての議論は省くが、名詞だけならもちろん、名詞に密着する

冠詞とか「これに代わる」とされる代名詞36）とか「真の形容名詞である」と

される分詞ev）だけならともかく、前置詞や副詞もまた「思惟の対象」を意味

するというのであるから仮説は成立しないように思われる鋤。もちろん、列挙

される全ての品詞がまず「思惟の対象」を意味する点で共通性をもち、次に

「名詞」以外のそれぞれの品詞があれこれであるという規定をうけるのである

から、名詞はそのあれこれではないという形で差異を与えられると、ソスユー

ルを転用して言えるかもしれない。すなわち、あたかも

　言語には差異しかない。そのうえ〔．．〕言語においてはポジティブな用語をもたな

い差異しかない39）

のである。しかし、思惟の対象を意味する品詞のなかで言ってみれば最重要の
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ものと思われる名詞一実体名詞および形容名詞一のみに、これを根拠づけ

る独特のポジティブな特徴（必要条件）がないというのは、少なくとも知性を

満足させる事態ではないし、ポール・ロワイヤルの知性主義的な立場に馴染ま

ないと思われるCD）。

　この仮説の拒否はフーコーの解釈に対する疑問の提起になる。ポール・ロワ

イヤル「文法」への「序文」における「語の種別化」に関するフーコーの鮮や

かなしかし難解な分析は、まずこれの原理となるものは『文法」に欠けていて

「論理学」にみえる記号理論にあるとして、後者に従って記号、概念、対象の

関係を図式し、名詞は「概念の本性」の差異に基づいて動詞から区別され、ま

た「対象の本性」の差異に基づいて実体名詞と形容名詞に二分される、とい

う41）。けれども、『文法」における語の「種別化」を根拠づけるのである以上、

解釈者は「文法」（ll、1）そのものの与える区別に何らかの説明を与えなけ

ればならなかっただろう。

　このテクストの無視は次のような結果を引き起こす。まず、フーコーの解釈

には副詞の位置づけがみられない。もちろんこれは細部であって「本質的なも

の」ではないのだろうがe）、厄介な問題であることに変わりはない。『文法」

が第二部12章で「普通には動詞に結合しその作用を変様し決定する」（94頁）

とし、それゆえ“Ad－verbes”と呼ばれるという品詞が、冒頭の第1章では、

動詞をふくむグループにではなく、名詞の側に置かれている事実をどう解釈す

るのか。第二に、名詞と動詞とを範疇づけるとする「概念の本性」における差

異とはいかなるものか。フーコーはテクストへの参照を与えていないのだが、

これを説明する文章が『論理学」にあるのか。記号論の章（1、4）が動詞を

語ることは全くない。更に、『文法」では、名詞と動詞を分かち含む二大グルー

プの判別を「最も一般的な区別」とよんでいる。それはこの書にしたがって我々

が示したように、類、種、亜種という階梯組織の最：高位にくる区分なのだが、

この体系をフーコーの分析は表現し得ているのか（そのいわゆる2分の1レヴェ

ルとはどういうことなのか）。最後にr文法」では、まもなく見るように、思

惟の対象／思惟の形という概念作用のレヴェルの二項対比と、名辞（termes）

／繋辞（1iaison，いわゆる“copula”）という判断・命題レヴェルの二項対比

とを重ねているのだが、分析者は記号一対象の域にとどまることによって後者

を排除してしまっている。もちろん異なる基礎から出発して説明することは自

由であるが、しかし今指摘したいくつかの画題はフーコーの分析にとって困難

を構成するものであろう。
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　仮説がそのままでは十分な説明にならない理由はそれが記号作用の範囲にと

どまる点にある。勿論『文法』がごく短く定義するにとどめたca）のに対して、

『論理学』第5版が展開した記号の定義と分類は、アリストテレースもアウグ

スティーヌスをも視野におさめた古典セミオロジーの集約として注目すべきも

のであり、ある意味でソスユールによる記号学の提案をも容易に包みこむ潜在

的な効力をもつ理論であるけれども、『文法』における語の種別化を完全に根

拠づけることはできそうにない。要は、品詞の二大グループのそれぞれに共通

し、区別を根拠づける本質的特徴（同一性）を明らかにし、またグループを構

成する各品詞それぞれに独自の特徴（差異）を示さなければならないのである。

　それにとりかかるためには、問題の「最も一般的な（品詞）の区別」を導入

する件一それは形式論理学の基礎を解説する　　に遡る必要がある。考えて

みれば、『文法』が第2章で名詞の細分化を論ずるまえに、第1章でより上位

の区別を説明しているとしても、それは決して奇妙なことではない。というの

も第1章はその標題においてこう宣言していたのである。

文法の基礎を理解するためには、我々の精神のうちでおこることを知らなければな

らない。言説を構成する語の多様性はそれに依存する。（皿、1、26頁。強調筆者）

語の多様性つまり異なる品詞の存在は「精神のうちでおこること」の認識、論

理学に依存するのである。実際、まだ存在しない『論理学』の思想をあらかじ

め要約しつつ一先に述べたようにこの第1章のテクストも1660年から変わる

ことはない“）一、アルノオの口述のもとにランスロは書く。

　あらゆる哲学者が我々の精神には三つの作用があることを教えている。Concevoir

（概念する）、Juger（判断する）、　Raisonner（推論する）である。（皿、1、27頁）

この三つの作用が、2年後には「論理学』の最初の三つの部分を分かつ原理と

なることは周知のとおりである。もう一つこの「あらゆる哲学者」という言い

方にも注意しておこう。それは古代ギリシアから近代の西欧におよぶ哲学の伝

統を全体的に包含するという主張である45）。さて『文法』は第二の作用、判断

についてこう述べている。

例えば「地球はまるい」という時のように、事物について我々がおこなう判断は命
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題とよばれる。こうしてあらゆる命題が必然的に二つの名辞をふくんでいる。一は

「主辞」とよばれ、「地球」のようにそれについて肯定がなされるところのものである。

一は「賓辞」とよばれ、「まるい」のように肯定されることである。それに加えて、

命題はこれら二つの名辞のあいだの関連「である」（est）をふくんでいる。（28－29頁）

コブラとともに命題を構成する名辞の主辞（sujet）と賓辞（attribut）への分

割は、ステファニ一二の指摘をまつまでもなく、古代および中世の文法がアリ

ストテレースの論理学から受け継ぐ思想であるca）。そして「あらゆる哲学者」

と共に語るポール・ロワイヤルもその流れのなかにある。

　これに続いて「文法』は、名辞は精神の第一の作用、概念作用に属し我々の

思惟の対象を意味するものであること、関連（liaison）（いわゆる繋辞がこれ

を実現する）は第二の作用、判断に属し我々が思惟する仕方であることを指摘

する。そのあと先に引用した品詞の「最も一般的な区別」、つまり一方におけ

る思惟の対象に対応する品詞群と他方における思惟の形ないし在り方に対応す

る品詞群との配分へと演繹していく。

　こうして思惟の対象は、命題が表現する判断において全て名辞（主辞であれ

賓辞であれ）として機能する。そして逆にあらゆる名辞は思惟の対象をあらわ

すと考えることができる。しかし、上の引用で例にあがるのは、etre動詞をの

ぞけば名詞だけであった。例に上がらない他の品詞の問題を、概念作用のレヴェ

ルにある記号論に止まるのではなく、今導入された名辞の考え方を用いて、判

断ないし命題という論理学の領域で解決することができるのではないだろうか。

つまり名詞以外の品詞はそのまま名辞ではないとしても、それらが名辞の構成

に参与することを明らかにすればよいのではないか。

　「名詞」に代わるとされる代名詞は問題なく名辞となりうる。「真の形容名詞

に他ならない」分詞についても同様である。残る冠詞、副詞、前置詞について

は、以上見てきたことを準備として、r文法」について歴史学的にも理論的に

も詳しい注解を発表したロラン・ドンゼの簡潔な指摘をもってほぼ解決とする

ことができるだろう。彼は書いている。

　なるほど、それらはこれら二つの名辞（主辞と賓辞）の“complexion”（組立）

に入ることができる。d6terminant（限定詞）の資格でであれ（冠詞）、　particule

relationnelle（関係をつくる小辞）としてであれ（前置詞）、あるいはmodificateur

（変様詞）としてであれ（副詞）。そしてこの理由でおそらくアルノオとランスロはこ
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れらを語の第一のクラスに結びつけるのである。（ドンゼ、上掲書63－64頁）

つまり思惟の対象をあらわす品詞群に入り得るというのである。

　しかし上の説明のうち副詞だけは問題となるだろう。というのはこの種の語

は形容名詞の変様詞となることもある（il　est　trbs　content）けれども、　r文

法』自身もそれを肯定しているようにより優れて動詞にかかるからである。

“Pierre　marche　vite．”という例文の“vite”は賓辞の「変様詞」といえるの

か。そもそもここに賓辞はあるのか。したがってまたコブラは。これらの問題

を一挙に解決し、副詞が名辞の構成に参与することを納得するためには、『文

法」のおこなう動詞の分析を応用することによって、アルノオーランスロが言

明している以上のことを彼らに言わせる必要がある。それは可能でもある。

『文法jは“LαTerre　est　ronde”（ll、13、94頁）におけるestのように特

権的に動詞がそのままコブラとして機能する場合に限らず、あらゆる動詞の本

質が肯定作用にあると主張する。たとえば“z）ieu　aime　les　hommes”（チョム

スキーが引用する『論理学」からの例文）は“Dieu　estαimαnt　les　hommes”

に等しい47）。そこでDieuは主辞、　aimant　les　hommesは賓辞、そしてestが

繋辞である。同様に“Pierre　marche　vite”は“Pierre　est　marchant　vite”

なる構造（チョムスキーのいわゆる深層構造ないし基底構造）に書き換えるこ

とができる。この分析によって一一命題と判断をあえて区別するならば一一命

題において動詞にかかる副詞は判断においては実は賓辞（たるべきもの）の組

立てに参与していることがわかる。因みにポール・ロワイヤルの学者たちによ

るこの動詞の解釈は一見独創的とみえたとしても、実際にはすでに13世紀の西

欧の文法家たちが、もちろんトマスを含む哲学者たちの注解をふまえて、アリ

ストテレースの哲学とりわけ「自然学」における運動の分析を言語事象である

動詞に応用する時に試みた分析であったことを、我々はケリーの論文によって

知ることができるca）。

　ところで、ドンゼの引用文は「なるほど＿」というように「けれども」とい

う文章に続いている。じっさいドンゼは「文法」の著者が上のような理解によっ

て品詞を分類しているのであれば、それは、語が思惟の対象をあらわすか思惟

の形をあらわすかという論理学的考察によってよりは判断を構成する名辞に物

的に参入するか否かという文法学的考察によって品詞を区別することであると

指摘している。言い換えれば、品詞を大きく二分する時には論理学が、そして

これらのグループを細分する時には文法学が介入しているというのである。以
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上の仮説によって、名詞が他のいくつかの品詞とともに有する共通性（思惟の

対象）および、前者の他との差異一一命題の名辞となる／命題の名辞に参与す

る、もしくは表層において名辞となる／（副詞の場合のように）深層において

名辞あるいはそれが表す概念に参与する、も示されたことになる。そしてその

後「文法」は、我々が最初に見たように、第二章において名詞の更なる区別に

向かうのである。以上で形容名詞の論拠にかかわる考察をおわる。

6．「形容名詞」の由来

　次に我々は形容名詞という名称の慣用という側面に注目し、文法学の歴史の

なかでのこの用語の位置づけを考えることになる。

　r文法」がこれを名詞の一種とするにあたって殊更にそのことを強調もせず、

その根拠を明示することもなく、Adjectifという用語は一種の名称の定義の形

で出現することから、この概念の慣用つまり伝統を振り返る必要があると我々

は考えた。さしあたって我々は、ポール・ロワイヤルの「文法」もT論理学」

もかなり大幅に西欧におけるスコラ哲学や中世の文法学の認識を受け継いでい

るのではないかという仮設を提起しよう。フーコーも「序文」の中でそのこと

に言及している49）。ただ、問題はこういう概括的な命題でよしとするわけには

いかず、精密な具体的な証明を要するということである。例えばどの点におい

てポール・ロワイヤルは伝統に従っているのか、またどのようにしてこれから

離れるのかを示すことが必要なのである。

　そこで、まず我々が基礎的な事実としていえることは、先に検討したテクス

トで見た実体、偶有、基体、形相とかはアリストテレースまで遡ることのでき

るスコラ哲学の用語であること、Nomen　Adjectivumは古典ラテン語の語彙

であること位のものにすぎない。西欧の文法思想の伝統、中世やルネッサンス

の文法学に疎い我々としては、研究書にたよる他はない。

　ここでは、再びロラン・ドンゼを参照する。彼は、形容名詞について「文法」

に先行する思想としては4世紀のドーナートゥス（Donat）および5～6世紀

のプリスキアーヌス（Priscien）を参照している50）。ただ、後者が“Adjectivum”

のほうは“qualificatif”（性質づけの語）の意味で知っていたらしいけれど

も、“Substantivum”の方には実体名詞の意味をあたえていない（それは動

詞“esse”あるいは代名詞“qui”“quid”に充てられている）ことに注目し
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て、「実体名詞と形容名詞の区別を導入したのは中世の文法学である」（201頁）

と判断している。次いで彼は、ポール・ロワイヤル『文法」が批判的な言及を

している51）ところの16世紀のスカリジェール（Jules－C6sar　Scaliger，1484－15

58）を参照し、このユマニストによる名詞の定義、名詞／代名詞の区別、そし

て形容名詞／実体名詞の区別を紹介している。最後の項目を引用しよう。

　実体名詞あるいはessentiαliaは、事物（あるいは実体、例homo）の何たるかを、

もしくは、それが作用をおよぼすところの事物とは独立に考えられる偶有（accidents、

例albedo）の何たるかを記す。形容名詞あるいはdenominαtivαは、実体に内属す

る限りでの偶有（albus）を記す52）。

ドンゼによる要約と翻訳が正確であるならば、面白いことにこの定義は、その

主旨および列挙の順序（S1－S2－A1）に関して（ここでは見なかった）『論理学」

初版のテクストに近く（ただしアルノオとニコルは、先程みたばかりの『文法j

のテクストとは反対に、S2（白さ）は「実体と何らかの関連をもつ」（1、2、

特に48頁）と述べていた53））、他方、列挙の順序は入れかわるが、『文法』の方

は逆にS2を共示を取り除かれたものとする限りにおいて、ユマニストの定義

は『文法』のそれに極めて近いのみならず、「偶有」という語を一貫して使用

している点でもランスロはスカリジェールに共通なのである。

　ポール・ロワイヤルにおける強力な哲学的伝統の問題はしかしテクストその

ものの検討によっても確認することができるだろう。そのために我々は、『文

法」が頻繁に用いたスコラ哲学の術語であり、『論理学」がアリストテレース

の「範疇」の考えに遡ると見なしている概念M）、「偶有」の両テクストにおけ

る処理という一点に注目しよう。

7．「偶有」の後退

　『文法」が思惟の対象として事物（実体）とともに事物の在り方（偶有）を

語り、そこから形容名詞論を展開していくのに対して、『論理学』はその初版

からすでに、これに対応するパラディグムとして事物のあり方（mani6re　de

chose）、様態（mode）、属性（attribut）、性質（qualit6）を語る。すなわち、
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　私は、事物のうちに概念され、事物なしには存続し得ないものとして事物をある在

り方であるべく決定し、しかじかと名付けさせるものを「事物の在り方」「様態」「属

性」もしくは「性質」と呼ぶ。（『論理学』、1、2、47頁）55）

お分かりのように『論理学』は偶有を挙げない。いや1662年忌テクストがこれ

を完全に排除する訳ではない。「偶有」は「人間性」のような語（S3）の形成

のプロセスを説く件に現れている。すなわち、

　しかし注目しなければならないのは、我々の精神は大部分の事物を様態をもつもの

として知ることに慣れているために、というのはそれらは我々の五感をうつ偶有もし

くは性質をとおしてしかまず知られないからだが、精神はしばしば本質において実体

そのものを二つの概念に分割し、その一方を基体とみなし他方を様態とみなす。（同

上。強調筆者）

「様態をもつ事物」とは「実体」プラス「様態」であるという習慣となった思

考形式が、実際には「様態をもつ事物」ではないもの、実体そのものにまで応

用されてしまうという不正確な概念作用、したがってまた不正確な言語使用の

プロセスの分析である。説明のための例は二つ。「神のうちにあるすべてのも

のは神ぞのものである」にもかかわらず神を無限の存在とする時、まるで「無

限性は神の属性」であり「存在はこの属性の基体」ででもあるかのように考え

るとか、（実体としての）「人間がしばしば人間性の基体（habens　humanitatem）

と、したがって様態をもつ事物とみなされる」とか、である。この種の「認識」

に由来する語としては「人間性」の他に「物体性」と「理性」があがっている。

そしてこれらの概念は「実体の抽象（物）」（abstrait　des　substances）と呼

ばれている（48頁）。（『文法」は対応する語を“substantifs　abstraits”と呼

んでいた（33頁）ことを思い出して戴きたい）。『論理学』初版のヴェルシオン

が名詞にかかわる部分（1、2）で「偶有」をもちいるのは上の段落において

のみであるSS）。その場合にも「偶有」は単独では用いられず、「もしくは性質」

という表現がこれを補っていることに注目する必要がある。ランスローアルノ

オからニコルーアルノオにかけて偶有の後退を推測することができる。

　事実、1683年に『論理学』が吸収したr文法』（ll、2）に由来するテクス

ト（ll、1）においては、ヒの語は組織的な追放の対象となる。対応する箇所

をあげれば一目瞭然である。
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「文法」（1676）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

f思、惟の対象：Les　objets　de　nospen－

　　s6es　sont　ou　les　choses　（．．．）；Ou

　　la　maniere　des　choses，（．．．）ce

　　qu’on　apPelle　αcci（lent．　（P．30）

T論理学」第5版（1683）

Les　objets　de　nos　pensees　etant，

（．．．）　ou　des　choses，　ou　des　ma－

nieres　de　choses．．．　（ll，　1，　p．104）

Al：　．．．　＆　ceux　qui　signifient　les

　　aceidens，　en　marquant　le　suj　et

　　auquel　ces　accidens　conviennent，

　〔ont　6t6　apPe16s〕nomsαd／ectifs．

　　（op．　cit．，　p．31）

　　Ceux　qui　signifient　les　manieres，

en　marquant　en　meme－temps　le

sujet　auquel　elles　conviennent，

s’ ≠垂垂?撃撃?獅煤@Aloms　adjectifs，　comme

bon，　」’uste，　rond．　（ibid．）

S2：　Comme　donc　cette　connotation

　　fait　1’adjectif，　lors　qu’on　1’oste

　　des　mots　qui　signifient　les　acci－

　　dens，　on　en　fait　des　substantifs，

　　comme　de　colore，　couleur．．．　（p．

　　32）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　

品詞の転換（A＞S）：Maisilyaune

　autre　sorte　de　noms　qui　passent

　pour　substantifs，　quoy　qu’en　effet

　ils　soient　adjectifs，　puis　qu’ils

　signifient　une　formeαccictentelle，

　＆qU’ilS　marqUent　aUSSi　Un　SUjet

　auquel　convient　cette　forme．

　　Tels　sont　les　noms　de　diverses

　professions　des　hommes，　comme

　Roツ，　Philosoρhe．．．（P．33）

　　C’est　pourquoi　quand　par　une

abstraction　de　1’esprit　on　congoit

ces　manieres　sans　les　rapporter　a

un　certain　sujet，　comme　elles　sub－

sistent　alors　en　quelque　sorte　dans

1’esprit　par　elles－memes；　elles　s’ex－

priment　par　un　mot　substantif，

comme　sagesse，　blancheur，　couleur．

（p．104）st）

　　Il　y　a　des　Noms　qui　passent　pour

substantifs　en　Grammaire，　qui

sont　de　veritables　adjectifs，　comme

roi，　philosophe，　medecin，　puisqu’ils

marquent　une　maniere　d’etre　ou

mode　dans　un　sujet．　（ibid．）
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「偶有」の抹消、その「在り方」ないし「様態」への置き換えは明白である。

それは「偶有的な形」（forme　accidentelle）という表現についてもかわらな

い。要するに『文法』の名詞論の『論理学」による引用においてはこれは意図

的に消されるのである。r論理学」が「別様に説明した」という点の少なくと

も一つはこの字句の交換にあった。

　しかし何故なのか。ポール・ロワイヤルの文法学に関する考察の最後に、こ

の問いに答えなければならない。その理由は、この概念の定義そのものからく

ると思われる。「偶有」が学院の哲学でいわれる5つの普遍概念（Universaux）

の一つであることは知られている。「論理学』はこれを「5種類の普遍概念、

類、種、種差、固有性、偶有について」というタイトルをもつ第1部第7章

（1671～75年の第4版までは第6章）58）で解説している。5つの普遍概念の説

明を必要なかぎり個条書きにまとめよう。これによって形而上学と文法の連帯

関係を再確認することもできるだろう。

一般概念が事物として表象する対象…「実体名詞もしくは絶対詞（absolus）によって

示される」

　　類……たとえば延長実体（物体）および思惟実体（精神）に対する「実体」　｛

　　種……実体にたいする「物体」「精神」

本質的属性または様態…「形容名詞もしくは共示詞（connotatifs）によって示される」

　　種差……第一の本質的属性、「延長をもつ」「思惟する」など

　　固有性…本質に属するが第一には考えられない属性、「分割されうる」「不死の」

　　偶有59）

以上を準備として、偶有の説明を一つのやや長いパラグラフに求めよう。

　実体の不明瞭で限定されない概念と何らかの様態の判明な概念とを結合するときに

は、この概念はその様態がそこにあるところのすべての物を表象することができる。

「賢明な」の概念があらゆる賢明な人々を表象し、「丸い」のそれがあらゆる丸い物体

を表象するように。その時にはある共示的な用語prudent，　rondで表現されるこの

概念こそが第5の普遍概念なのであって、これは偶有（accident）とよばれる。なぜ

ならば、それはそれが帰属させられる事物にとって本質的ではない。もし本質的であっ

たとしたら、それは種差ないし固有性ということになるからである。（「論理学』1、

7、64頁）
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形容名詞の定義において、その意味作用の対象として「偶有」を維持するなら

ば、厳密には種差や固有性を意味するすべての語が漏れてしまう。これら全て

を掬いあげ、かつ統括する概念が必要であった。そこでより一般性をもつ「様

態」が一しかしこれは依然として問題をのこす。というのもフランス17世紀

というこのいわばバイリンガル文化の時代において、“mode”という語が喚

起せずにはおかない“modus”は、学院の哲学においてもそうだが、殊に中

世の文法家たちによって様々の局面で頻繁に用いられた一、そしてとりわけ

スコラ哲学の術語体系に無縁とみえる「在り方」（mαnibre　de　choses，　mαnibre

d’etre）　　デュマルセが頻繁に用いることになる用語一一が導入された。こ

れが『論理学』1683年版における『文法』テクスト修正のモティフである。

結　　論

　考察をおえるにあたり、伝統的な文法学の用語が「哲学的な性格をもち完全

に形式論理学に浸透されていた」というギヨームの指摘をもう少し精密に言い

直しておこう。著書「文法』において論理学的思考はどのように働いているか。

我々が検討した品詞論に関する限り、

（1）まず語の種別化は全体として、類、種、亜種へと上位から下位へ階梯的秩

序にしたがってなされる。論理学的な分類法である。そして、

（2）最も上位の類には、思惟の対象／思惟の形に対応する二大グループがくる。

この識別が思惟の分析に基づくことは言うまでもない。前者は命題において主

辞もしくは賓辞となるのであり、後者はこれら二つの問の繋辞となる。じっさ

い著書『論理学』も第一部で概念を第二部で判断を考察する。

（3）次に種（esp6ce）としての品詞群がくる。これは、一方には思惟の形をあ

らわす動詞、接続詞、間投詞であり、他方には思惟の対象をあらわす名詞、冠

詞、代名詞、分詞、前置詞、副詞である。ところで、後者に属する品詞それぞ

れの種差を『文法』は体系的に明示しないのだが、ドンゼの解釈によるかぎり

それは各々が名辞となる「なり方」に属する。そしてこの「なり方」は、論理

学ではなく端的に文法学的な分析によって明らかになる。

（4）そして最下位には名詞の二つの亜種つまり実体名詞／形容名詞への区別が

くる。これは実体と偶有という世界の秩序に由来する存在論的な区別であるが、

しかしそれが同時に思惟の対象を二つに分かつという意味では（存在論に連結
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した）論理学の発想である。

　最後に、『文法』『論理学』の名詞論の検討によって垣間見ることができたの

は、ポール・ロワイヤルの文法学が、アリストテレースに淵源をもつ中世ヨー

ロッパの学的営みをつうじて練りあげられてきた学院哲学の応用ないし発展と

して特徴づけられるという事実である。5種類の普遍概念はすべて名詞によっ

て表現される。アルノオーニコルは、最後に見たように、それらの概念と実体

名詞、形容名詞との対応を説明してもいる。更に論理学的考察が語の種別化の

様々な段階で介入することを我々は確認した。またチョムスキーが注目した60）

あらゆる動詞のコブラ＋分詞への分解という文法上の独創的なデカルト主義的

な（と思われた）理論も命題という考え方の強力な主張に他ならないし、実際

それはアリストテレースから発してスコラの論理学を言語に応用した13世紀の

哲学的文法家たち、いわゆるモディスト（modistes）たちに見られる解釈で

あった。こうして我々はギヨームの語った「伝統」とか「形式論理学」の名前

が何であるかを知った。著者たちのいわゆる「デカルト主義」にもかかわらず、

あるいはより正確にはデカルト主義やアウグスティーヌス主義とおそらく矛盾

することなく、彼らの文法論少なくともその名詞論は、そしてそれを基礎づけ

る論理学はスコラの学才と不可分であったことがわかる。我々はアルノオーニ

コルによる「性質」や「様態をもつ」（modifi6）という用語、とりわけ学院

の術語体系に与しない「在り方」（mani6re）の導入にそのささやかな離脱の

徴をみることができたにすぎない。それも辛うじて。というのもこれはラテン

語の単語ではなく従って文字においては確かに不即の立場を示しているものの、

他方これはおそらく“modus　essendi”の翻訳であってみれば、精神において

は不離の位置にあることを認めざるを得ないからである。更に「偶有」の拒否

は、我々の解釈によれば、学院の哲学に対する無知や軽蔑に由来するのではな

くむしろ反対に伝統的な術語を言ってみれば不正確には用いたくないが故に避

けるという動機に由来する。伝統哲学の展開としての文法学のなかで、スカリ

ジェールやサンクティウス61）などと同様に概念を濫用したランスロの記述をこ

の哲学をわきまえたアルノオとニコルが矯正しているのである。

　実体一偶有の対概念に基礎をおく形而上学が西欧における公式の学知であり

続ける問、これと連帯した文法学もその体系の運動をやめない。ディドロやヴォ

ルテールが実体概念を問題化し始める時に62）、二三の文法学者たち（Girard，

Beauz6e）が名詞範疇から区別されるものとして「形容詞」を語りはじめるの

は偶然ではない。
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traits　de　diqers　manuscrits’latins　pour　servir　d　1’histoire　des　doctrines

gramrnaticales　au　rnoyen　age，　Paris：　lmpr．　lmperiale，　1869，　pp．79－ee，　1as－

167への参照指示がある。

51）『文法』は冠詞の考察に際してLes　Cαuses　de　la　Lαngue　Lαtineなる本の議論

に（ll、7、52頁）、また動詞の定義をめぐってLes　Principes　de　lαLαngue　Lαtine

にいずれも批判的に言及している（ll、13、98－99頁）。これらは同じ著作である。ま

33



た『論理学』皿、2、110頁参照。

52）　J．一C．　Scaliger，　De　causis　linguae　latinae　libri　tredecim，　ed．　de　1580，　p．

208－209，　resume（？）　traduit　par　R．　Donzb，　n．　41，　p．201．

53）ところが1683年には『文法』に倣って、知恵、白さ、色彩について「精神の抽象作

用によって、これらの有り方をある基体に関連づけることなしに概念する時、その時に

はそれらは我々の精神においてある意味でそれ自体で存続するのであるから実体語

（mot　substantif）で表現される」（『論理学』ll、1、104頁。強調筆者）という。

54）『論理学』、1、3、49－50頁参照。『範疇論』の紹介とはいえ、そこでは「思惟の

対象」のうち第一カテゴリーの実体をのぞけば他の全ては「偶有」と規定される（50頁）。

そして第5の能動（1’Agir）や第6の受動（1e　Patir）は動詞がこれを表現する。それ

ゆえ動詞もまた思惟の対象を（フーコーの『文法』解釈を思わせる）、それも「偶有」

を意味することになる。『論理学』が「偶有」を区別なしに踏襲するのはとりわけこの

章においてである。

7．

55）原文は上記註31参照。

56）他には、（「索引」をみる限り）間もなく見る「普遍概念」の章（1、7）および

「範疇」の章（1、3）一いずれも伝統哲学の紹介一をのぞけば、ある種のソフィ

スム（これまた学院で語られるという）を説明する箇所（皿、19、254－255頁）に現れ

る。

57）翻訳は上記註53参照。

58）先に言及した有名な記号論が1683年に第4章として追加されるからである。

59）『論理学』、1、7、59－64頁。なお著者のあげる範例のうち、ここでは主としてデ

カルトに由来するものを選ぶ。
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